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民生部門で合計▲100万ｔ民生部門で合計▲100万ｔ

行動機会を提供する仕組みづくり
●新潟県カーボン・オフセット制度の普及

行動意欲を高める仕組みづくり
●エコ事業所の認定・表彰
●すぐれたライフスタイルの表彰・情報発信
●県民・事業者のエコ活動を促進する仕組みづくり

日常の取組（例）日常の取組（例）

家庭
・省エネ機器や新エネの導入
・住宅の省エネ化
・日常生活の省エネ活動
・ごみの減量化

自動車交通
・クリーンエネルギー自動車の普及
・公共交通機関の利用
・エコドライブの普及
・高度交通システム
・物流対策

業務
・省エネ機器や新エネの導入
・建築物の省エネ化
・オフィスの省エネ活動

県民

リーディングプロジェクトリーディングプロジェクト

省エネ・省資源対策
●ノーレジ袋の全県展開
●ノー白熱電球の全県展開
●ＥＳＣＯ事業の率先導入
●中小企業の省エネ等の設備導入支援

省エネ・省資源対策
●ノーレジ袋の全県展開
●ノー白熱電球の全県展開
●ＥＳＣＯ事業の率先導入
●中小企業の省エネ等の設備導入支援

自動車交通対策
●ノーマイカーデーの導入
●クリーンエネルギー自動車の率先導入
●電気自動車の導入促進

自動車交通対策
●ノーマイカーデーの導入
●クリーンエネルギー自動車の率先導入
●電気自動車の導入促進

新エネルギー導入
●太陽光、風力、地熱等の自然エネルギーの
導入促進

●バイオエタノールの利用促進

新エネルギー導入
●太陽光、風力、地熱等の自然エネルギーの
導入促進

●バイオエタノールの利用促進

県

リーディン
グ事業で
▲11万ｔ

新潟県CO2削減目標新潟県CO2削減目標

新潟県 温暖化防止施策の体系

個人や企業が自らCO2の削減努

力をし、それでも削減できない日常

生活や事業活動から排出される

CO2について、他のCO2排出削減・

吸収源対策で得られた排出削減・

吸収量（クレジット）を購入すること

などにより、自らの排出量の全部又

は一部をオフセット（相殺）しようとす

ること。

カーボンオフセットの類型

○京都メカニズムクレジット(CDM等)の購入
○国内のオフセット・クレジットの購入

・J-VER
・新潟県J-VER
・グリーン電力証書 等

オフセットの方法

CO2排出削減対策や森林整備

等のCO2吸収源対策を支援

カーボン・オフセットについて

【商品使用・サービス利用型】
・オフセット料金を含む商品・サービスの購入
（例：オフセット料金付の電化製品の購入・リース等）

【会議・イベント開催型】
・会議やイベントに伴って排出されるCO2をオフセット
（例：Ｇ８サミット、ワールドカップドイツ大会等）

【日常生活・企業活動型】
・個人や企業等の活動によるCO2をオフセット
（例：企業の本社ビルから排出されるCO2をオフセット等）

カーボン・オフセットとは



① 有料レジ袋

カーボン・オフセットの事例

・佐渡市内のスーパー、ホームセンター

（パワーズフジミ、ホームセンタームサシ、
コメリ、ひらせい、ＪＡエーコープ佐渡）

等
佐渡市内のスーパーでの取組

商品使用・サービス利用型

② 印刷物

・冊子（(株)第一印刷所）

・カーボン・オフセット付き年賀はがき

（郵便事業(株)） 等

カーボン・オフセット付き
年賀はがきカーボン・オフセット付き冊子

カーボン・オフセットの事例

④ その他

飲食物、衣料品、家電品、事務用品、自動車、金融商品 等

③ 旅行

・佐渡島内の定期観光バス（新潟交通佐渡(株)）
・佐渡島内貸し切りタクシー（(社)佐渡観光協会）
・ＣＯ２ゼロ旅行（ＪＴＢ関東）

・新潟－グアム航空便（コンチネンタル航空）

・国内線全便でカーボン・オフセットプログラム

を導入（ANA） 等 写真提供：コンチネンタル航空



洞爺湖Ｇ８サミット

会議・イベント開催型

・佐渡市アースセレブレーション

・第１回トキ放鳥式

・洞爺湖G8サミット
・FIFAワールドカップ2006（ドイツ） 等

カーボン・オフセットの事例

日常生活・企業活動型

・自社ビルの排出量（三菱UFJ信託銀行等）

・コンビニの端末機で小口販売（ローソン） 等

11月 新潟県カーボン・オフ
セットシンボルマーク
を県民投票により決定

新潟県カーボン・オフセット制度のこれまでの経緯

2010年
1月18日 国のプログラム認証を取得

12月21日 オフセット・クレジット(J-VER)
制度に基づく「都道府県J-VER
プログラム認証」の申請

制 度 プロジェクト手続き

8月 「トキの森」整備事業をプロジェ
クトとして登録

2009年
6月 (社)新潟県農林公社の「トキの森」

整備事業の申請受理

「新潟県J-VER（トキの森クレジット）」を発行

11月～12月 (財)日本品質保証機構が検証

2008年度 新潟県カーボン・オフセットモデ
ル事業実施

2009年
5月 新潟県カーボン・オフセット制度

の運用開始

9月～10月 モニタリング実施

12月24日 県認証審査委員会



○ 2007年度の県内の温室効果ガス排出量は、2,793万t-CO2で

基準年(1990年度)比11.1％増加

○ 県内の森林面積は、およそ86万ha（県土の69％）

新潟県カーボン・オフセット制度のねらい

制度のねらい

◎ 県内事業者、県民に地球温暖化防止行動の取組機会を提供

◎ 県内外のカーボンオフセット資金による県内の森林整備の促進

◎ トキの生息環境整備を始めとした森林生態系の保全を支援

◎ 水源のかん養、洪水・山崩れなどの災害防止など県土の保全

「新潟県カーボン・オフセット制度」を構築し、普及

① 県が森林整備プロジェクトによるＣＯ２吸収量（新潟県J-VER ）を認証
② 県制度の各種基準やガイドライン等は、基本的に国の制度と同様

③ 国のプログラム認証を取得し、J-VER登録簿に「新潟県J-VER」を登録・発行
④ プロジェクト申請から新潟県J-VER発行までの手続きが県内で完結

制度の特徴

◎ 確実性・永続性が確保されたプロジェクトの創出

◎ 透明性・精度が高いクレジットの創出

新潟県カーボン・オフセット制度の特徴



都道府県J-VER プログラム認証

都道府県J-VERプログラム認証
温室効果ガスの削減・吸収量をクレジットとして認証・発行する都道府県の制度に
ついて、オフセット・クレジット(J-VER)制度に整合していると認められるものを
J-VER認証運営委員会が認証し、「都道府県J-VERプログラム」としてプログラム
認証リストに掲載

都道府県J-VERプログラムより発行されるクレジットは、J-VER認証運営委員会に
より認証・発行されるオフセット・クレジット（J-VER）と同列にJ-VER登録簿に登録

オフセット・クレジット（J-VER)制度実施規則（環境省）

平成２２年１月１８日
新潟県オフセット・クレジット制度が国のプログラム認証を取得（全国初）

○プロジェクト申請から新潟県J-VER発行までの手続きが県内で完結
→ 県内の森林整備事業者のプロジェクト事業への参加促進
○県が認証した「新潟県J-VER」を国のJ-VER登録簿に登録
→ 全国の企業が利用

新潟県カーボン・オフセット制度の基本事項

2007年4月から2012年3月までの間に森林施業計画に基づき実施される間伐事業
（オフセット・クレジット(J-VER)制度におけるポジティブリストの「間伐促進型プロジェクト」）

対象とするプロジェクト

国のオフセット・クレジット(J-VER)制度のガイドライン等を適用

適用する基準、ガイドライン等

○外部の学識者等６名で構成
○「プロジェクトの登録の可否」及び「吸収量の適合性」等を審査

認証審査委員会

間伐促進型プロジェクトを対象とした、CO2吸収量の
算定方法及びモニタリング方法

③オフセット・クレジット（J-VER）の排出削減・
吸収量の算定及びモニタリングに関する方法論
(森林経営活動によるCO2吸収量の増大（間伐
促進型プロジェクト）に関する方法論) 

オフセット・クレジット（J-VER）制度において、検証機
関及び検証人が実施すべき事項

②オフセット・クレジット(J-VER)モニタリング
報告書の検証のためのガイドライン

森林管理プロジェクトを実施しようとするプロジェクト
事業者が、吸収増大量をモニタリング、算定、報告す
るための手引書

①オフセット・クレジット(J-VER)モニタリング
方法ガイドライン（森林管理プロジェクト用）



プロジェクト申請にあたっての対象地の条件

● プロジェクト対象地が森林施業計画の認定を受け、計画に基づき施業が実施さ

れていること

● 関連法令等に基づく、届出・許認可等が適切に行われていること（伐採届など）

● 期間終了後10年間、対象地で転用や主伐が行われないこと

● プロジェクト対象地が森林施業計画の認定を受け、計画に基づき施業が実施さ

れていること

● 関連法令等に基づく、届出・許認可等が適切に行われていること（伐採届など）

● 期間終了後10年間、対象地で転用や主伐が行われないこと

間伐促進型プロジェクト

森林施業計画の中から間伐対象地を抽出した場合は、同一施業計画内の

他の森林でも転用が行われず、主伐する場合は適切な更新がなされること

⑤モニタリング
報告

④モニタリング

＜プロジェクト実施者＞
森林整備事業者 等

新潟県オフセット・クレジット制度

⑥検証

①申請

③登録

⑦検証報告書

⑧認証

＜認証機関＞
新潟県

認証審査委員会

②バリデーション
県民生活・環境部
農林水産部

検 証

＜検証機関＞

ISO14065に適合
した検証機関

＜認証機関＞
気候変動対策認証ｾﾝﾀｰ

全国の企業
（ＣＳＲ、商品販売）

オフセット･クレジット
（J-VER）登録簿

プログラム認証

オフセット・クレジット
（J-VER）制度

認証運営委員会

国
新潟県J-VER
発行

資金

消費者

商品、サービス

料金

⑨新潟県J-VER
登録依頼

県

新潟県カーボン・オフセット制度の流れ



◎プロジェクト事業者は、申請書を県に提出
・プロジェクト活動の概要
プロジェクト実施場所、期間、想定吸収量、クレジット発生期間 等
・方法論の適用
プロジェクト対象森林の適格性基準の適合状況、吸収量の算定方法 等
・その他
関連する許認可及び関連法令の適用状況 等
・モニタリングプラン
モニタリングガイドラインに沿ったモニタリングの計画（間伐後の現地調査計画）

プロジェクト申請から新潟県J-VER発行までの流れ

①申請

◎県は、バリデーションチームを編成し、申請書について、書類審査
・プロジェクト対象森林の適格性基準等との整合性
・吸収量の計算方法、モニタリング方法等のガイドライン等との適合性
◎認証審査委員会は、県の審査結果に基づき、プロジェクトの登録の可否を審査
◎県は、認証審査委員会の審査結果を踏まえ、プロジェクトを登録（WEBで公開）

◎プロジェクト事業者は、間伐実施後にモニタリングプランに沿ってモニタリングを実施
（主な調査項目：間伐面積、胸高直径、樹高等の測定)
◎プロジェクト事業者は、モニタリング結果をまとめた報告書を作成し、ISO14065に適合する第三者
の検証機関に提出

②バリデーション（登録審査） ③登録

④モニタリング ⑤モニタリング報告

◎検証機関は、提出されたモニタリング報告書に基づき、モニタリングプランに沿ったモニタリングが
実施されているか書類検査と現地検証を実施
◎検証機関は、検証報告書を作成し、プロジェクト事業者及び県に提出

⑥検証 ⑦検証報告書

◎認証審査委員会は、検証機関から提出された検証報告書及びモニタリング報告書に基づき、プロ
ジェクトから生じる吸収量の適合性について審査
◎県は、認証審査委員会の審査結果を踏まえ、プロジェクトから生じる吸収量を認証（WEBで公開）

◎県は、認証された吸収量について、気候変動対策認証センターに対して、オフセット・クレジット
(J-VER)登録簿への登録を依頼
◎気候変動対策認証センターは、県からの依頼に基づき、オフセット・クレジット(J-VER)登録簿に
新潟県J-VERとして登録

⑧認証

⑨新潟県J-VER登録依頼

プロジェクト申請から新潟県J-VER発行までの流れ

「新潟県J-VER」発行



プロジェクト申請等に要する経費とCO2吸収量

１ 審査登録費用（バリデーション費用）

新潟県J-VERの場合は無料

２ 検証費用

３ オフセット・クレジット（J-VER）登録簿にかかる費用

当面の間、無料（口座開設手数料、移転証明書発行手数料等）

４ その他

申請書類作成、モニタリング（現地調査）にかかる事務的経費

経 費

《樹種と面積、地位、林齢による》

Ex：スギ、1ha、地位3、25年生の場合 年間12.7ｔのCO2を吸収

40年生の場合 年間 9.5ｔのCO2を吸収

CO2吸収量（クレジット発生量）

新潟県J-VER第1号「トキの森クレジット」の発行

トキ野生復帰ステーション
（トキ試験放鳥場所）

新潟県佐渡市「トキの森」
整備事業

プロジェクト名

約151ha対象森林面積

6,377t-CO2
（5年間平均 1,275t-CO2）CO2吸収量(見込み)

佐渡市 新穂、佐和田、金井、
畑野、真野 地区など

プロジェクト実施場所

社団法人新潟県農林公社プロジェクト代表事業者

（写真提供：環境省）



新潟県カーボン・オフセット制度の普及拡大に向けた取組

プロジェクト事業者の拡大
・説明会の開催
・個別相談会の開催 等

プロジェクト事業者の拡大
・説明会の開催
・個別相談会の開催 等

クレジットの利用促進
・新潟県J-VER利用商品等の認証
・説明会の開催
・シンボルマークの利用 等

クレジットの利用促進
・新潟県J-VER利用商品等の認証
・説明会の開催
・シンボルマークの利用 等

認証機関
（新潟県）

気候変動対策認証ｾﾝﾀｰ

全国の企業
（ＣＳＲ、商品販売）

検証機関

オフセット･クレジット
(J-VER)登録簿

プログラム認証

オフセット・クレジット(J-VER)制度

新潟県オフセット・クレジット制度

プロジェクト事業者
（森林整備事業者等）

資金

申請

認証

検証

新潟県J-VER

登録
依頼

登録

県

国

新潟県カーボン・オフセットシンボルマークの使用について

・シンボルマークは、 「新潟県J-VER」を利用し、オフ

セット商品を販売したり、サービス等を提供する場合、

その商品のラベルや宣伝のポスターなどに使用でき

ます

・シンボルマークを使用する際は県に申請してください

・県では、シンボルマークを使用したオフセット商品や

サービス等を積極的にPRします

詳しくは県環境企画課へお問い合わせください


